
福島県教育委員会

応募用紙に必要事項を記入し、料理の完成写真を貼り付け、提出してください。

（電子媒体で作成し、印刷した紙を提出してもよい。）

各学校の担任へ提出してください。

結果は各学校を通して通知するとともに、県教育委員会のホームページで発表します。

入賞者には、賞状等を授与します。

　　　　・作品は未発表及び発表予定のないものに限ります。

　　　　・募集に伴う個人情報は、今回の目的以外には一切使用しません。　　　　

問　合　せ　先

福島県教育委員会　https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/70059a/gohan-contest.html 各学校　　
（または健康教育課）　　

共催　公益財団法人福島県学校給食会　　　 （電話：024-521-8409）
協賛　米消費拡大推進会議　酪王協同乳業株式会社

（１） 小学校・義務教育学校(前期課程)　下学年（１～３年）の部 （朝ごはん）
① 主食はごはんとし、主菜、副菜、汁物がそろった朝ごはん１食分の献立であること
② 栄養バランスがよくアイディアに富み、下学年の児童が一人でも手軽に作れるメニューであること
③ 生の肉や魚、冷凍加工食品は使用しないこと
④ 材料費は、１人分５００円以内を目安とすること
⑤ 親子で一緒に考えてもよいが、児童の考えを大切にすること

（２） 小学校・義務教育学校(前期課程)　上学年（４～６年）の部　（朝ごはん）
① 主食はごはんとし、主菜、副菜、汁物がそろった朝ごはん１食分の献立であること
② 栄養バランスがよくアイディアに富み、調理方法を工夫して、手軽に作れるものとすること
　（調理時間４０分以内。ただし、下処理時間は含まない）
③ 材料費は、１人分５００円以内を目安とすること
④ 生の肉や魚、冷凍加工食品は使用しないこと
⑤ 季節の食材や地場産物、地域の伝統料理等も参考にすること
⑥ 個人参加とすること（チームでの参加は不可）
⑦ 材料・切り方等、しっかりと記載があること

  １　応　募　方　法

  ２　応　募　先

  ３　結　果　表　彰　等

  ４　応　募　条　件

（３） 中学校・義務教育学校（後期課程）の部　（お弁当）
① 主食はごはんとし、主菜と副菜（汁物は含まない）を組み合わせたお弁当の献立であること
② 栄養のバランスがよく、アイディアに富み、手軽に作れるものとすること
  （調理時間４０分以内。ただし、下処理時間は含まない）
③ 材料費は、１人分５００円以内を目安とすること
④ 冷凍加工食品は使用しないこと
⑤ 季節の食材や地場産物、地域の伝統料理等も参考にすること
⑥ 個人参加とすること（チームでの参加は不可）
⑦ 材料・切り方等、しっかりと記載があること
⑧弁当のふたがしめられるようにつめてあること

主　　　催

共催・協賛

  ５　選　考　方　法
（１）小学校・義務教育学校(前期課程)　下学年（１～３年）の部
①一次審査　　　　　書類選考により各教育事務所域内の入賞者を選定する。
②二次審査　　　　　県内全域の入賞者の中から書類選考により、最優秀賞・優秀賞・優良賞を選定する。
（２）小学校・義務教育学校(前期課程)　上学年（４～６年）の部・中学校・義務教育学校（後期課程）の部
①一次審査　　　　　書類選考により、各教育事務所域内の入賞者を選定する。
②二次審査　　　　　各教育事務所域内で選定された入賞者をさらに、選定書類選考により県内全域の上位入賞者を選定する。
③最終審査         　　上位入賞者を対象に、調理や試食等の審査を行い、最優秀賞・優秀賞・優良賞を選定する。
　　　　　　　　　　　　※令和７年11月8日(土)公益財団法人福島県学校給食会（福島市松川町）で実施

  ６　そ　の　他

　　　　・入賞作品は、「子どもが考える地場産物を活用した健康レシピ」のチラシや県教育委員会ホームページ等に掲載し公表します。

応 募 先 児童生徒のみなさんは、担任の先生へ提出してください。

応募方法 応募用紙に、小学生：米が主食の朝ごはん、中学生：米が主食の

お弁当の写真を貼り、材料、作り方を書いて応募してください。

応募期間 ７月１日（火）から各学校が指定する締め切り日までいつまで

なにを

令和６年度

保護者の感想より

地域の特産品を調べ
直売所にに買い物に
行ったり、畑で野菜を
収穫したりと材料の準
備から取り組めた事は
良い経験になりました。
暑い中台所に立ち、味
付けが難しいと何度も
味見をして仕上げまし
た。作る喜び、食べる
喜びをこれからもたく
さん感じてほしいです。

思春期の悩みであ
る肌荒れ改善のため
に日頃よ腸活を心が
けていたことが功を
奏し、献立へ継げら
れたことに、良いア
イディアを思いつい
たと娘を称賛しまし
た。今回の経験は、
娘の宝物となり、自
身を与えてくれまし
た。
（健康教育課HPより）

どこに

※小学生は、生の肉や魚

については調理の基礎的

事項を学習しておらず、衛

生的な取扱いが難しいので

取り扱わないようにします。

生の魚や肉を扱った調理は、

中学校において行います。


